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次
の
よ
う
な
制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

　

中
学
校
卒
業
ま
で
（
15
歳
に
達
す
る

年
度
の
３
月
31
日
ま
で
）の
子
ど
も

●
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
で
腎
臓
機
能

障
が
い
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
４
〜
６
級
で
進
行

性
筋
萎
縮
症
の
方

・
療
育
手
帳
Ａ
判
定
、
Ｂ
判
定
の
方（
Ｉ

Ｑ
50
以
下
）

・
自
閉
症
候
群
と
診
断
さ
れ
た
方

●
母
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

　

一
定
所
得
以
下
の
方
で
、
次
に
該
当

す
る
方

・
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で
、
18
歳
以
下

の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
母（
父
）お

よ
び
そ
の
児
童

・
父
母
の
い
な
い
18
歳
以
下
の
児
童

●
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
給
付
制
度

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て

い
る
方
で
、
次
に
該
当
す
る
方

・
障
害
者
お
よ
び
母
子
家
庭
等
医
療
費
助

●
自
立
支
援
医
療
費
補
助（
更
生
医
療
）

　

障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
を
除
去
・

軽
減
す
る
た
め
、
指
定
の
医
療
機
関
で

対
象
と
な
る
医
療
を
受
け
る
方
で
、
身

体
障
害
者
手
帳
を
保
持
し
、
自
立
支
援

医
療（
更
生
医
療
）を
必
要
と
す
る
方

●
自
立
支
援
医
療
費
補
助（
育
成
医
療
）

　

18
歳
未
満
で
身
体
に
障
が
い
が
あ
り
、

治
療
に
よ
り
障
が
い
の
除
去
・
軽
減
の

見
込
み
が
あ
る
子
ど
も

●
未
熟
児
養
育
医
療

　

申
請
時
に
入
院
中
で
、
指
定
医
療
機

関
の
医
師
が
入
院
・
養
育
を
必
要
と
認

め
た
未
熟
児

※「
未
熟
児
」と
は
身
体
の
発
達
が
未
熟

の
ま
ま
出
生
し
た
子
ど
も
で
あ
っ
て
、

正
常
児
が
出
生
時
に
有
す
る
諸
機
能

を
有
す
る
ま
で
の
子
ど
も

●
不
妊
治
療
費
補
助
制
度

　

妊
娠
を
希
望
す
る
夫
婦
に
対
す
る
、

不
妊
検
査
、
一
般
不
妊
治
療
（
健
康
保

険
適
用
分
に
限
る
）
お
よ
び
人
工
授
精

を
す
る
方

成
制
度
の
資
格
要
件
に
該
当
す
る
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
、
２

級
の
方

・「
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福

祉
に
関
す
る
法
律
」
第
29
条
の
規
定

に
よ
る
措
置
入
院
患
者
の
方

・
独
り
暮
ら
し
で
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
（
同
一
敷
地
ま
た
は
隣
地
に
親

族
が
い
る
方
、
施
設
に
入
所
し
て
い

る
方
は
除
く
）

・
要
介
護
４
、
５
の
認
定
を
受
け
た
方

で
、
生
活
介
護
を
３
か
月
以
上
継
続

で
受
け
て
お
り
、
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
３
級
の

方
で
精
神
病
床
に
入
院
す
る
方
（
精

神
疾
患
で
の
入
院
の
み
使
用
可
）

・
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
精
神
通

院
）が
交
付
さ
れ
た
方（
精
神
疾
患
で

の
通
院
の
み
使
用
可
）

●
精
神
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
、
２

級
の
方
（
全
疾
患
に
よ
る
入
院
・
通

院
使
用
可
）

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
３
級
の
方

（
精
神
病
床
へ
の
入
院
の
み
使
用
可
）

・
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
精
神
通

院
）が
交
付
さ
れ
た
方（
精
神
疾
患
で

の
通
院
の
み
使
用
可
）

医
療
費
の
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。

■問い合わせ　保険医療課　内線１５３

医療費助成を
知っていますか？
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事
前
に
保
険
医
療
課
で「
受
給
者
証
」

の
交
付（
即
日
交
付
、
一
部
後
日
郵
送
）

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
医
療
機
関
の
窓

口
で「
受
給
者
証
」と
加
入
し
て
い
る
医

療
保
険
の「
被
保
険
者
証
」を
提
示
す
る

こ
と
で
窓
口
負
担
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
不
妊
治
療
費
補
助
に
つ
い

て
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
医
療
費
の

自
己
負
担
分
を
支
払
っ
た
後
、
保
険
医

療
課
ま
た
は
健
康
課
で
申
請
す
る
と
自

己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す
。

　

申
請
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
ま
た
は
保
険

医
療
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

助
成
を
受
け
る
に
は

ど
う
し
た
ら
…
？

　ジェネリック医薬品（後発医

薬品）は、先発医薬品と同じ有

効成分を含み、なおかつ費用が

先発医薬品より２～８割安くな

ります。ジェネリック医薬品希

望シールを医療機関や薬局に提

示すると相談に乗ってもらえま

す。ジェネリック医薬品希望

シールは保険医療課で配布して

いますので活用してください。

ジェネリック医薬品を
活用しましょう

皆さんのくらしをまもる

国民健康保険③
医療費の適正化に

ご協力ください！

●問い合わせ
　保険医療課　内線１５４

　町内では、元気な活動がいろいろな所で展開されていま

す。そんな「元気」を見学し、あなたの「何かしたい」や「やっ

てみたい」を参加者同士で共有・共感してみませんか。

●とき・ところ

①森岡台ふれあいサロン

　11 月 29 日（木）　午前９時 30 分～正午

②地域の縁側グリーン・ラソ

　11 月 30 日（金）　午後１時～３時 30 分

※①または②のどちらか１つを選択してください。

③町総合ボランティアセンター（なないろ）

　12 月 １ 日（土）　午前９時 30 分～正午

●内　容

　①②では、「やってみたい」をカタチにするために必

要なことを座学で学んだ後、フィールドワークを行い、

ボランティア活動に取り組む方や参加している方の声

を聞きます。

　③では、①②で見聞きしたことをグループでまとめ

るためのファシリテーショングラフィックの手法を学

びます。自分にもできる活動を他の参加者とともに一

緒に考え、見える化していきます。

●対　象　ボランティアや市民活動に関心のある方

●定　員　15名程度　※２日間受講できる方優先

　　　　　　　　　　※町内在住、在勤の方優先

●講　師

・NPO法人 NIED・国際理解教育センター

　研究員　平
ひらの

野　木
き え

恵氏

　※②③の講師を務めます。

・NPO法人 NIED・国際理解教育センター

　研究員　伴
ばん

　和
かず こ

子氏

　※①の講師を務めます。

●受講料　無料　※ ただし、フィールドワーク①②で

飲み物代 100 円が必要

●申し込み　10 月 18 日（木）から電話で問い合わせ先へ

●問い合わせ

　・協働推進課　内線２９５

　・町社会福祉協議会　 ８４－３７４１

元気な活動を見に行きませんか？

「共感を生む活動」には法則がある！

まちを元気にするセミナー

町ホームページ


